
保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正

1.教育内容について

(1)保健師の教育内容

【別表 1】 (傍線部分は改正部分)

新 神 1日

教育内容 単位数 備考 教育内容 単位数 備考

公衆衛生看護学 16(14) 地域看護学 12(10) 学校保健・産

業 保 健 を含

む。

公衆衛生看護学概論 ワ

“ 地域看護学概論 ９

“

個人・家族・集団・

組織の支援

個人・家族・集団の

生活支援

公衆衛 生看護 活動

展開論

地域看護活動展開

論

公衆衛生看護管理

論

健康危機管理

を含む。

地域看護管理論

疫学 2 疫学 ９

“

保健統計学 2 保健統計学 2

保健医療福祉行政論 3(" 保健福祉行政論 3(2)

臨地実習

公衆衛生看護学実

習

５

一

５

一
保健所 。市町

村での実習を

含む。

臨地実習

地域看護学実習

４

一

４

一
保健所 。市町

村での実習を

含む。

個人・家族・ 集

団・組織の支援実

習

９

“ 継続 した指導

を含む。

個人・家族・集団

の生活支援実習

９

“ 継続 した訪問

指導を含む。

公衆衛生看護活

動展開論実習

３

一

「

―

ト

ー

リ

地域看護活動展

開論実習

２

一

「

―

ト

ー

リ

公衆衛生看護管

理論実習

地域看護管理論

実習

合  計 28(25) 合   計 23(20)

備考       ‐

― 単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三

十一年文部省令第二十人号)第二十一条第二

項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規

定する課程を設けるものと併せて指定を受

け、かつ、その学生又は生徒に対 し一の教育

。課程によりこの表及び男1表三に掲げる教育内

容を併せて教授 しようとするものにあつて

は、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教

育上適切と認められる場合において、臨地実

習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二
十三単位以上であるときは、この表の教育内

容ごとの単位数によらないことができる。

備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三

十一年文部省令第二十人号)第二十一条第二

項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規

定する課程を設けるもの と併せて指定を受

け、かつ、その学生又は生徒に対 し一の教育

課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内

容を併せて教授 しようとするものにあつて

は、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教

育上適切 と認められる場合において、臨地実

習四単位以上及び臨地実習以外の教育内容土
九単位以上であるときは、この表の教育内容
ごとの単位数によらないことができる。
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(2)助産師の教育内容

【別表 2】 (傍線部分は改正部分)

基礎助産学

助産診断・技術学

地域母子保健

助産管理

基礎助産学

助産診断・技術学

地域母子保健

助産管理

臨地実習

助産学実習 実 習 中分べ ん

の取扱 い につ

いては、助産師

又 は医師 の監

督 の下 に学 生

1人 につ き 1

0回 程度 行 わ

せること。この

場合において、

原則 として、取

扱 う分べんは、

正期産 。経隆分

べん 。頭位単胎

とし、分べん第

1期 か ら第 3

期 終 了 よ り 2

時 間 まで とす

る。

実 習 中分 べ ん

の取扱 い につ

いては、助産師

又 は医 師 の監

督 の下 に学 生

1人 につ き 1

0回 程 度 行 わ

せること。この

場合において、

原則Jと して、取

扱 う分べんは、

正期産 。経腔分

べん 。頭位単胎

とし、分べん第

1期 か ら第 3

期 終 了 よ り 2

時 間 まで とす

る。

臨地実習

助産学実習

備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一

条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規

定する課程を設けるものと併せて指定を受

け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育

課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内

容を併せて教授 しようとするものにあつて

は、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教

育上適切と認められる場合において、臨地実

習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容

十七単位以上であるときは、この表の教育内

容ごとの単位数によらないことができる。

2.施行 日について

平成 23年 4月 1日 から施行する。

備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一

条第二項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規

定する課程を設けるものと併せて指定を受

け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育

課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内

容を併せて教授 しようとするものにあつて

は、括弧内の数字によることができる。

三 複数の教育内容を併せて教授することが教

育上適切 と認められる場合において、臨地実

習九単位以上及び臨地実習以外の教育内容土
四単位以上であるときは、この表の教育内容

ごとの単位数によらないことができる。
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1.国家試験科 目について

(1)保健師国家試験

(2)看護師国家試験

保健師助産師看護師法施行規則改正

1日 から施行する。

1日 から施行する。

第二十二条 (看護師国家試験の試験科 目)

新

人体の構造 と機能

疾病の成 り立ちと回復の促進

健康支援 と社会保障制度

基礎看護学

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

在宅看護論

看護の統合 と実践

2.施行 日について

(1)保健師国家試験は、平成 24年 4月

(2)看護師国家試験は、平成 23年 4月

1

第二十条 (保健師国家試験の試験科目)

新

公衆衛生看護学

疫学

保健統計学

保健医療福祉行政論

(傍線部分は改正部分)

1日

地域看護学

疫学・保健統計

保健福祉行政論

(傍線部分は改正部分 )

1日

人体の構造 と機能

疾病の成 り立ちと回復の促進

社会保障制度 と生活者の健康

基礎看護学

在宅看護論

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学
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